
国立大学法人福井大学

平成 25事業年度監査報告書

平成 26年 7月 16日

監事  舟 木 幸 雄

監事  福 島 政



私ども監事は、平成 25事業年度 (平成 25年 4月 1日 より́平成 26年 3月 31

日まで)について別添 1。 「平成 25年度国立大学法人福井大学監事監査計画書」

に基づき監査を行いました。

その結果については、別添 2.「平成 25事業年度財務諸表及び決算報告書に関

する意見書」に記載のとおりであります。

以 上

(別添 )

1.平成 25年度国立大学法人福井大学監事監査計画書

2.平成 25事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書

(参考)独立監査人の監査報告書
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別添 1

平成 25年度目立大学法人福井大学監事監査計画書

平成 25年 7月 26日

国立大学法人福井大学監事監査要綱第 10条及び国立大学法人福井大学監事監査実施基準

第 2の規定により、平成 25年度の国立大学法人福井大学監事監査計画を次のとお り定める。

1.基本方針

国立大学法人として第 2期中期 日標期間 4年目となる平成 25年度の監査においては、

関係法令や本学の中期計画、年度計画等の実施状況を確認 しつつ、前年度と同様に役員

会その他重要な会議への出席等により業務に紺する期中監査を継続 し、これまでの監査

結果についてのフォローアップを行 う。

また、監査の重点事項を掲げ検証を進める。

2。 実施期間

(1)業務監査  監査室等と連携 し年度を通 して期中監査を行 うほか、平成 25年度終了

後の平成 26年 6月 までに期末監査を行 う。

(2)会計監査  会計監査人等による会計監査を踏まえ、年度を通して期中監査を行 う

ほか、平成 25年度の会計に関し平成 26年 6月 までに期末監査を行 う。

3.監査方法

監査は書面監査及び実地監査により行 う。

書面監査は監査対象部門に出向かず、監査対象部門から提出された監査調書等により

監査を実施 し、実地監査は監査対象部門に出向き、帳票その他証拠書類の原本確認及び

現物の照合確認並びに監査対象部門の長からの概況聴取・質疑応答、監査対象部門の担

当者からの個別聴取 。質疑応答等の方法により実施する。

(1)業務監査

期中監査は、次に示すほか監査室等による内部監査の報告を受けその内容を確認

する。

ア.役員会、経営評議会、教育研究評議会その他重要な会議へ出席する。

イ.重要な決裁書類を閲覧する。

ウ.学 長 との定期的または随時にミーティングにより日常監査を通 しての所見

を伝え、意見交換を行 う。

工.常勤理事および各部長等から、定期的にまたは随時に業務状況を聴取する。

オ.必要に応 じて各部局の責任者等から業務報告を求めるほか、監査室。会計監

査人の監査に同行、立会い、監査を行 う。また、必要ある時は、会計監査人に

直接監査を依頼 し、結果を確認する。

期末監査は、平成 25年度の業務全般に関し、学長等から概況聴取を行 うととも

に、必要に応 じ担当者からの個別聴取及び書類監査を行 う。

また、その他必要な事項を監査するものとする。
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(2)会計監査

期中 。期末監査において、会計監査人等による会計監査の報告を受けその内容

を確認するとともに、平成 25年度の決算関係書類を調査し、決算の状況等を監査

する。

また、その他必要な事項を監査するものとするど

4.監査対象部門

(1)業務監査 全部局を対象部門とする。

(2)会計監査 主に事務局財務部を対象部門とするが、必要に応 じ他の部局も対象部門

とする。

5.重点監査事項

次の事項を平成 25年度の重′煮監査事項とし、検証を進める。

(1)法人の内部ガバナンスと大学運営

(2)コ ンプライアンスに関する事項                ン

(3)医学部附属病院の財務並びに運営状況

6.監事会 原則 として監事会を毎月行 うものとする。

7。 その他

三者協議 (監事・監査室 。会計監査人)を定期的に開催 し、速やかな改善に向けた

アクションができるよう随時意見交換を行 うものとし、有効かつ効率的な連携を図る

ものとする。
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男町坊ミ2

平成 25事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書

私ども監事は、国立大学法人法第 11条第 4項及び国立大学法人法第 35条におい

て準用する独立行政法人通則法第 38条第 2項に基づき、国立大学法人福井大学の平

成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 までの平成 25事業年度の業務について

監査を実施し、協議のうえ、本意見書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監査の方法の概要

監事は、一般に認められた監査手続きに従い、役員会その他重要な会議に出席

するほか、役員 (監事を除く、以下同じ)等から事業の報告を聴取し、重姜な決

裁書類等を閲覧し、本学における業務及び財産の状況を調査しました。また、会

計監査人から報告、説明を受け、財務諸表、事業報告書及び決算報告書につき検

討を加えました。  
｀

2.監査の結果

(1)会計監査人新 日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(2)財務諸表及び決算報告書は、国立大学法人福井大学の財務運営及び決算の状況

を正しく示しているものと認めます。

(3)役員の職務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは規程に違反する重大な事

実は認められません。

平成 26年 6月 13日

国立大学法人福井大学

監 事  舟 木 幸 雄

政
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(参考)

国 立 大 学 法 人 福 井 大 学

学  長  員 弓 光 文 殿

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士
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<準用通則法が要求す
当監査法人は、準用

4月 1日 から平成 26
及び決算報告書につい

利益の処分に関する書                  責任
学長の責任は、法令イ                  を作成すること及び予算の区分

に従って決算の状況を           作成することにある。

禽登罫
g嘗

泰5雪艦       プ務状浦蓄≧τ 4案し字憬習家たち依碑声毅至お皇繊祭ビ
意見を表明すること

準里畢馨控ズ喬釜基魯
|】1製贅窯縫悟F                              のと
認める。

基づき、国立大学法人福井大学の平成 25年
分
る

事
輩警暮露矢穏声拿繋嘉告書 (会計に関する部分に限る。)が国立大学法人福井大学の財政状

態及び運営状況を正しく示しているものと認める。

利
雷翌笑学法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以  上
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